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ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会 御中

今後の検討に向けた意見

２００７年６月１８日

委員 畔 柳 達 雄

１ 「ハンセン病問題に関する検証会議の提言」を受けて、２００５年３月発足した当．

再発防止検討会 は 平成１８年３月２９日を初回として 同年１１月１６日 第「 」 、 、 （

２回 、平成１９年２月２日（第３回 、同年３月８日（第４回 、同年４月１９日） ） ）

（第５回）の計５回検討会を開催してきた。この間第２回検討会では、検証会議の

委員でもあった内田博文副委員長から、検証会議の下記八項目の提言について、詳

細な説明をお聞きした。 その上で、第３回及び第４回の検討会でこれら八項目の

提言に対する関係諸官庁のその後の対応・取り組み状況についての説明と報告を受

けた。その報告内容は、後日配布された資料「ハンセン病問題に関する検証会議の

提言に基づく『再発防止のための提言』の取り組み状況について」の「取り組み状

況について欄」記載のとおりである。

記

第１ 患者・被験者の諸権利の法制化

第２ 政策決定過程における科学性・透明性を確保するためのシステムの構築

第３ 人権擁護システムの整備

第４ 公衆衛生等における予算編成上の留意点

第５ 被害の救済・回復

第６ 正しい医学知識の普及

第７ 人権教育の徹底

第８ 資料の保存・開示等

２．上記八項目の提言は、提言に付された説明を見れば明らかなとおり、一方におい

て第３、第５、第６、第７、第８のように、どちらかといえばハンセン病問題・感

染症問題などに特化した提言であり、したがって関係諸官庁の説明・報告は、これ

らの提言に基づき具体的に何を行ない 履行したかに重点が置かれている 第２ 政、 。 「

策決定過程における科学性・透明性を確保するためのシステムの構築 、第４「公衆」

衛生などにおける予算編成上の留意点」は、どちらかというと関係省庁・国に対す

る政策的提言であり、当検討会がこれらを独立の問題として取り上げて検討する必

要はないと思われる。これらに対して第１「患者・被験者の諸権利の法制化」の提

言は、ハンセン問題から派生したものではあるが、内容的には、全ての患者・被験

者に共通する諸権利の法制化を求めるもので、もはやハンセン問題の枠を超えてい
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る。

３．そこで今後の進行については、時間の関係から、当委員会のメンバーで扱うこと

が相応しい問題、すなわち「第１ 患者・被験者の諸権利の法制化」に重点を絞っ

て議論することが相当であると考える。しかし、その際忘れてならないことは、現

行医療法制に欠落しているのは、実は、患者・被験者だけでなくて、医師など医療

関係者の立場・諸権利も同様であるということである。

提言１それ自体あるいは提言１についての「現在の取組状況」の回答中にも見ら

れるように、近年、患者と医師の関係を律する規定を、医師法、医療法など既存の

法律中に置く例が増えている。しかし、これら既存の法律は、国が医師あるいは医

療施設を監督・管理し、支配することに重点があり、患者と医師・医療関係者関係

を律するものではない。

患者と医師・医療関係者の具体的関係を律するのは、伝統的、基本的には、民法

など私法の役割である。しかし、それだけでは対応できない問題が現実には起きて

おり、苦肉の策が、既存の法律の役割を無視した新規条文の追加ラッシュとなって

いる。しかし木に竹を接ぐような法律作りは、元となる法律の意味を崩しかねない

のであり、このような一次凌ぎの策を何時までも講ずるべきではない。

今必要なことは、医療を巡る患者と医師・医療関係者それぞれの法的な立場、こ

れに対する国・社会の役割を明確にすることである。それと平行して、既存の法律

、 （ 「 」中に無理に嵌め込んでいる諸規定を取り出して 体系的な法律 多分 医療基本法

とでも呼ぶべきもの）を作ることが、可能か否かを検討することではないか。

その際、視野に置くべきことは、現代医療は疾病・傷害を克服するための患者・

家族と医師・医療関係者の協力関係であることを確認したうえで、社会及び国がそ

れを支えて行く視点である。これまで、このような見地からの検討は殆どされてい

ない。したがって、仮に第１の提言を、これからの検討の中心に置くとすれば、一

見迂遠のようではあるが、医療関係法の全体像を見渡し探る意味で、医療基本法制

定に的を絞って取り組むことが、有益であると考えるが如何であろうか。

以 上
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意 見

１．本検討会の設置目的は何か。

本検討会の設置目的は、○ａ検証会議の「再発防止のための提言」（以下「提

言」という）を検討し、○ｂその検討結果について、その実現に向けた道筋等

を明らかにし、○ｃ実施状況等を確認すること、とされている（第１回資料１）。

また、本検討会は九項目にわたる「提言」の九番目に位置づけられた「ロ

ードマップ委員会」（仮称）に相当するものであるが、「提言」ではこの委

員会に対し八項目の提言の具体化のために、①行動計画の策定、②国・自治

体への計画実施の要求、③実施状況の監視、を求めている。

２．本検討会の残された課題は何か。

八項目の「提言」の中には、①立法を要するものと運用の改善でまかなえ

るもの、②短期のものから中長期のもの、があるとされているが、その他に、

③ハンセン病固有の問題と一般的な問題もある。

まずもって、○ⅰこれらの整理分類を行い、○ⅱハンセン病固有の問題（「提

言」五ないし八）については「ハンセン病問題対策協議会」の課題とし、○ⅲ一

般的問題と思われる「提言」一（患者・被験者の諸権利の法制化）から四（公

衆衛生等における予算編成上の留意点）まで、とりわけ「提言」一及び三に

ついて、短期的課題とした行動計画をつくることが必要と考える。

行動計画策定にあたっては、○ａ日本における患者の権利に関連する法制化

の９２年医療法改正以降の経過、○ｂ日本における患者の権利法制化について

のこれまでの野党法案、○ｃ前回配付資料（林かおり論文）を中心とした諸外

国における患者の権利法制化の概要、等の整理が必要と思われる。
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意見書

ハンセン病問題の再発防止に関する私の意見は下記のとおりである。

記

１ 最も重要な点は、ハンセン病という疾患に関する知識を医学関係者が正し

く理解し、それを国民に周知することである。ハンセン病患者の強制隔離政

策を続けることができたのは、ハンセン病に関する知識及び診療が一部の自

称専門家に偏在し、医学関係者も国民も目が届かない「ブラックボックス的

な存在」になっていたことが大きいと思われる。私も昭和 54 年ころに医学部

学生として微生物学を学んだが、関心の低さゆえに、ハンセン病の病原体に

関する正しい知識を得るには至らなかった。それどころか、らい予防法の廃

止が検討され始めた平成５年ころに、ハンセン病の伝染力が極めて弱く、適

切な抗菌薬投与で治癒しうる疾患であることを初めて知ったのである。平成

６年ころに、私の尊敬する高名な裁判官が「ハンセン病患者の裁判で、自分

にハンセン病がうつるのではないかと心配した」と発言したのを聞いて、彼

のような知識人ですらこのように誤解していることを残念に思うとともに、

医学関係者として啓蒙活動の必要性を強く感じざるを得なかったことをはっ

きりと記憶している。

今後も新興感染症は必ず発生するし、病原体の性質がわからなければ、一

時的には、事後的に過剰と評価される社会防衛に突き進むことにやむを得な

い面もある。しかし、当該感染症について医学関係者と国民が関心を持ち続

け、一部の自称専門家の独壇場にしないことが再発防止の要であると考える。

２ 患者の権利章典

⑴ 概 念

「患者の権利」は国家権力に対するものと私人である医師または医療機関

に対するものの２種類に分けられ、前者は人権とも呼ばれる。両者はその

内容が異なるので、使い分ける必要がある。

⑵ 患者の人権

①感染症法と精神保健福祉法等

患者は、後述する一定の例外を除き、自らの意思に反して強制的に治
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療・入院されない権利があり、これは憲法第 22 条、第 31 条の一環であ

る。強制的な治療または入院が行われる場面は、ほとんど感染症と精神

疾患に限定される。感染症は社会に病原体を伝播させるおそれ、精神疾

患は制御不可能な行動によって社会を危険にさらすおそれがあるため、

公共の福祉に基づく必要最小限の制約が許され、前者は感染症法、後者

は精神保健福祉法などによって法制化されている。すなわち、感染症患

者に対する強制治療及び強制隔離（強制入院）は直ちに誤っているので

はなく、そのような政策が不可避なケースも多々あるのである（精神疾

患についても同様である）。例えば、2003 年（平成 15 年）に中国を中心

に大流行した重症急性呼吸器症候群（SARS）が強制隔離によって初めて

沈静されたことは記憶に新しい。しかるに、ハンセン病の場合には、強

制治療・強制隔離が医学的に不要であることが十分把握されたにもかか

わらず、漫然とそれを続けたことが大きな問題であった。このような不

幸な事態の再発を避けるには、強制治療・強制隔離は公共の福祉に基づ

く必要最小限のものでなければならないことを法律の条文に明記すると

ともに、常にその検証を怠らない努力が求められる。

平成 10 年に伝染病予防法を衣替えして成立した感染症法は、当初より

前文で人権尊重を謳っているだけでなく、強制治療・強制隔離の対象と

なる疾患を限定列挙したり、厚生労働大臣に対する審査請求の機会を確

保したりするなど人権の尊重が体現されている。しかも、その後に人権

の尊重を確実にするためのいくつかの法改正が行われている。精神保健

福祉法も精神衛生法及び精神保健法からの衣替えの過程で、患者の意思

に基づく任意入院が原則的な形態であることを明記するとともに、精神

病院の管理者に任意入院の努力義務を課すなどした結果、かつて広く存

在した社会的措置入院（自傷他害のおそれがないのに、患者の医療費の

自己負担を軽減させる目的で行われた措置入院）がほぼ皆無となった。

このように、立法府及び行政庁の努力の結果、人権尊重に向けて大きな

成果を挙げていると思われる。

②人権の社会権的側面について

患者の人権に「自由権的側面」と「社会権的側面」があると主張する

見解（統一交渉団小林洋二氏）があり、私も両者を分けて議論すること

には賛成である。ただし、両者は権利としての性格が大きく異なり、ハ

ンセン病患者の強制隔離政策は前者の侵害事例であることを認識すべき

である。後者は「医療機関へのアクセス権」、「最善の治療を受ける権利」、

「在宅医療を受ける権利」などから構成されるようであるが、その実現
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には予算の制約があるうえ、大半の医療機関が私人の経営によることか

らすると、抽象的な権利に過ぎず、その立法化には裁量の余地が大きい

と思われる。なお、医療法は昭和 60 年の改正に際して、医療計画を規定

し、これを受けて各都道府県は「機能を考慮した医療提供施設の整備」、

「救急医療の確保」、「へき地医療の確保」、「医師等の医療従事者の確保」

を策定しており、社会権的側面の実現に向けて、一定の努力がなされて

いると評価できる。

また、社会権的側面を議論する際には、社会福祉予算の肥大化に至ら

ぬように配慮する必要がある。わが国は、医療機関の地域偏在の問題は

あるにしても、医療機関へのアクセスは抜群に良好であり、しかも原則

として保険診療がなされるという特徴がある（例えば、耳痛を訴えて、

直接耳鼻咽喉科医に保険診療を求めることができる国はまれである）。ま

た、保険診療は原則として出来高払いであること、わが国の人口当たり

の病床数が欧米先進国と比べて著しく多いことなどを踏まえると、自ず

と過剰・濃厚診療に陥りやすい素地があると言わざるを得ない。今後の

人口の急激な高齢化を考慮すれば、真に医療が必要な者に医療資源を集

中的に投入し、それ以外の者にはそれなりの自己負担を求めることは適

切な社会政策であると思われる。

ハンセン病患者を治療する医療機関がなかったから、患者は療養所に

居住せざるを得ず、それが事実上の強制隔離政策につながったとする見

解（社会的側面を重視していれば、事態は改善されていたとする見解）

もある。患者が療養所を離れて居住できなくなったのは事実であるが、

その最大の原因は、長期の強制隔離政策によって社会との交流が断たれ、

帰るべき場所がなくなったことにあり、これと並列に医療機関の不存在

を指摘するのは正しい認識とは思われない。ハンセン病の治療は適切な

抗菌薬の投与とリハビリテーションが中心であり、診療担当医師が正し

い知識を持っていれば、どの医療機関でも実施できるものである。つま

り、問題の核心は、旧厚生省がこのような知識を普及させなかったため、

本来はアクセスできる医療機関が多々あったにもかかわらず、事実上そ

れらが機能しなかった点にあるのである。

③まとめ

以上をまとめると、患者の人権に関する立法は現行法で十分であり、

新たな立法は必要とは思われない。むしろ、現行法の人権尊重規定を形

骸化させないように、医療関係者及び国民が常に監視し、その実効性を

検証することに力を注ぐべきである。
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⑶ 医師・患者関係における権利

①問題提起

医師と患者の間には、原則として診療契約が締結されており、患者はこ

の契約に基づいて診療を受けることになる。診療契約においては、医学的

知識や医療情報が医師側に偏在しており、患者の自己決定権を行使するた

めには、インフォームド・コンセント（IC）が不可欠である。平成９年に

改正された医療法第１条の４第２項は医療従事者にICを得る努力義務を課

していること、医学部のコアカリキュラムで IC 及びその具体的な実践方法

としての医療面接が取り上げられるようになったことから、わが国でも IC

は臨床現場で着実に普及しつつあると評価できる。

問題はこのような医師（医療従事者）の努力義務の規定を超えて、さら

に患者の医師に対する権利を法制化するかべきか否かという点にある。

②意見

私は、この意見書で賛否を表明するつもりはないが、少なくとも、こ

の再発防止検討会（以下、「検討会」という）では、法制化を提言すべき

ではないと考える。すなわち、法制化を提言するには、「患者の権利の法

制化に関する検討会」を別途設置し、そこでの議論を経る必要がある。

検討会で患者の権利の法制化が議論されるに至ったのは、ハンセン病

問題に関する検証会議（以下、「検証会議」という）の提言に基づく。し

かし、多くの医療従事者及び医療に関心を持つ国民は、検討会で患者の

権利の法制化が検討されているという事実を知らされていない（私も検

討会の委員になるまでは、全く知らなかった）。加えて、その議論は、強

制治療・強制隔離に結びつく可能性がある感染症という極めて例外的な

状況（毎日数限りなく反復される診療の中で、極めて例外的な状況）か

ら出発したために、民間の医療機関やさまざまな患者団体の意見を十分

に聴取しているとは言い難い。このまま法制化に向けた提言がなされれ

ば、多くの医療従事者や国民は「寝耳に水」と感じるはずである。

さらに、ハンセン病の強制隔離は医師・患者関係の問題ではなく、国

家権力による人権侵害の問題であり、次元を異にする。私は、患者の権

利の法制化がハンセン病問題の再発防止に貢献するというエビデンスは

少ないと考えている。病原体を社会に伝播する危険な感染症患者がいた

場合、その者に対して十分な説明をしたにもかかわらず、なおその者が

治療・入院に同意しない場合には、行政庁は強制治療・強制隔離を行う

べきなのである。逆に、強制治療・強制隔離を採らずに、病原体を社会
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に蔓延させれば、それは行政庁の怠慢に他ならない。繰り返すが、この

強制治療・強制隔離に医学的な妥当性があるか否かを国民のレベルで監

視、評価することこそ、再発防止の要なのである。

③検討会の位置づけ

患者の権利の法制化はすでに検証会議で提言されており、検討会はそ

れを実現する場に過ぎない（検討会は検証会議の提言に拘束される）と

いう見解もあるかもしれない。

しかし、その見解は正しいとは思われない。検証会議はハンセン病問

題の検証を通じ（その検証は優れた労作だったと敬意に値する）、再発防

止に向けて、考えられる具体策を総花的に打ち出したものであり、いわ

ば議論のたたき台という性格を有すると考えるべきである。その理由は、

第一に提言に際して具体的な利害関係人の聞き取り調査を十分に行って

いないし、第二に提言に当たって各委員の賛否を採った形跡もないから

である。加えて、提言に拘束力があるのならば、検証会議の各委員がそ

のまま具体化に向けて作業を続ければよいのであり、わざわざ検討会を

設置する意味はない。検討会には、精神医療関係者、病院関係者、ハン

セン病以外の患者などが新たに加わっており、提言の採否を含め、幅広

い議論が求められているのである。

以上

平成１９年６月１８日

ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会 委員

弁護士・医学博士 高 橋 茂 樹

ハンセン病問題に関する検証会議の提言に基づく再発防止検討会

座長 多田羅 浩三 殿
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２００７年６月１日

ハンセン病問題に関する検証会議の

提言に基づく再発防止検討会事務局 様

全国ハンセン病療養所入所者協議会

執行委員 藤 崎 陸 安

今後の検討に向けた意見書

国の誤ったハンセン病政策が患者・家族らに未曾有の人権侵害をもたらしたことは、

検証会議の報告書でも示されている通りであります。検証会議の報告書では、更に公

衆衛生等の政策等におけるこのような人権侵害の再発を防止するための核とされる

べきは、患者・被験者の諸権利を法制化することである、としています。そしてその

後に理由及び具体的内容について記されておりますが、規定されるべき具体的な諸権

利とは、①最善の医療及び在宅医療を受ける権利、②医療における自己決定権及び「イ

ンフォームド・コンセント」の権利、③医療情報を得る権利、④医科学研究の諸原則

に基づかない、不適切な人体実験、医科学研究の対象とされない権利、⑤断種、堕胎

を強制されない権利、⑥不当に自由を制限されない権利、⑦作業を、強制されない権

利、⑧社会復帰の権利です。

過去に国の誤ったハンセン病政策を率先遂行した療養所の所長（医師）は、患者を

取り締まる、強力な権限を所長に与えるよう国に訴えるなど、隔離撲滅政策の中心的

な役割を担ってきました。しかし、これらの所行は、医師法あるいは医療法等医師及

び医療従事者に係る諸々の法律や規程にうたわれている権利義務によるものでない

ことは明らかです。患者の権利を保護する法律は存在しないと同様に医師の権利もま

たうたわれていないのであります。

医師法ではもっぱら医師の義務を定めているのみであり、医療提供者の労力義務と

して規定するにとどまっております。

ハンセン病に対する偏見・差別は国策によって作出、助長、維持されていたもので

す。それには医療関係者は申すに及ばず、宗教者、法律家、マスメディア、その他各
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界の専門家が作為、不作為を問わず関わっていることが大きな特徴であると言われて

おります。特にハンセン病の専門医と、この専門医の誤った医学的知見が偏見・差別

を一層根強くさせました。同時に医の倫理の欠如も見逃せません。全国のハンセン病

療養所において行われていた断種、妊娠中絶や堕胎などは、まさにその象徴であり、

これらのことも検証会議の報告書に詳しく分析されて記されております。

私たちは、３回にわたって検討会の中で、検証会議の提言に基づく「再発防止のた

めの提言」に対する取り組状況の報告を受けましたが、この中には人権あるいは人権

の尊重という言葉は再三使われておりますが、残念なことに患者の権利、被験者の権

利等の言葉はほとんど見当たりません。しかし、報告を受け、議論する中から検討会

として、また各委員が検証会議の提言にある患者・被験者の諸権利の法制度が必要で

ある、ことを共通の認識として確認できたことは、今後の議論や検討会の進め方に大

きな示唆を与えることになったと思われます。

一方、患者・被験者の権利法だけでは、医師法、医療法等現行法では、もっぱら義

務だけが定められているのみの医師等医療従事者にとって、逆に患者と対峠させる構

図になりかねないことを危惧する意見もあります。したがって、患者、被験者と医師

等双方の権利を同列に扱う医療基本法的な法律をつくるべきであるというのが大方

の意見であった様に思われます。今後、こうしたことをふまえ、検討会が法制化に向

けた具体的な討議がより良い方向で進められることに大きな期待を寄せております。

患者の権利を法制化することは、長い間人権を無視され、人間として扱われてこな

かったハンセン病患者・回復者にとって、本当の意味で人間としての権利を回復する

ことにつながると確信しております。

以 上



検討会の当面のスケジュールについて（素案）

【19 年度】

7/27（第 6 回） : 各委員からの意見説明・議論（その１）

9/19（第 7 回） : 各委員からの意見説明・議論（その２）

（必要に応じて）有識者ヒアリング

11 月（第 8 回） : 各委員からの意見説明・議論（その３）

（必要に応じて）有識者ヒアリング

１月（第 9回） : 報告書取りまとめに向けた検討（その１）

２月（第 10 回） : 報告書取りまとめに向けた検討（その２）

資料３


